
 

 

 

 
～ 芝山町からのお知らせ ～ 

浄化槽の水質検査(法定検査)の受検について
 
 法定検査とは？

 　浄化槽法により、全ての浄化槽管理者には保守点検及び清掃を定期的に行うとともに、　　　

毎年１回の法定検査（１１条検査）の受検義務が定められています。 

　法定検査は、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを千葉県知事が指定する検査機関

が検査するものであり、結果は行政機関にも報告されますので、必ず受検してください。 

　なお、法定検査を正当な理由なく受検しない場合には、行政機関からの指導・勧告等を行う

ことがあります。

 
 法定検査の内容は？

 　外観検査、水質検査、書類検査により、検査結果は総合的に判定されます。 

　法定検査の手数料は、１０人槽以下の浄化槽で５，０００円です。 

　（１１人槽以上の浄化槽については、浄化槽の人槽・種類によって異なります。）

 
 法定検査の申込は、以下の法定検査実施機関（千葉県知事指定検査機関）へ

 
　公益社団法人千葉県浄化槽検査センター 

　　〒260-0024　千葉市中央区中央港1-11-1　　℡ 043-246-6283

 

 浄化槽の維持管理は、管理者の３つの義務「保守点検・清掃・法定検査」を適切に！

  (1) 保守点検 ➡ 委託は、千葉県知事の登録を受けた業者へ（年に３～４回※） 

　　各装置の調整や薬剤の補充など、浄化槽を常に良好な状態に作業 

 (2) 清　　掃 ➡ 委託は、山武郡市広域行政組合の許可を受けた業者へ　（年に１回以上※） 

　　浄化槽内部にたまった汚泥の除去、内部洗浄など 

 (3) 法定検査 ➡ 千葉県知事指定の検査機関のみが行います（年に１回） 

　　保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常な機能を発揮しているかを検査するもの 

 ※ 保守点検及び清掃の必要回数は、浄化槽の種類により異なります。

 
 保守点検及び清掃業者に関する相談はこちらへ

 
　一般社団法人千葉県環境保全センター 

　　〒260-0024　千葉市中央区中央港1-11-1　　℡ 043-245-4222

 



 

 

 

 

千葉県山武郡芝山町小池９９２  

まちづくり課環境下水道係  

０４７９－７７－３９２４ 

 

芝山町合併処理浄化槽維持管理補助金

 芝山町では、合併処理浄化槽の適正な維持管理をしている方に、維持管理費の一部を

助成しています。

 対象者

 町内に住所を有する方で、住宅に設置した１０人槽以下の合併処理浄化槽を適正に維持管理

している方

 
 補助金

 毎年１回：１万円(上限) 

 申請方法

 まちづくり課環境下水道係に備え付けの申請用紙または町ホームページから申請書を入手

し、必要な書類を添えて申請してください。 

 申請に必要なもの

 ①合併処理浄化槽の維持管理に関する契約書の写し 

②浄化槽法第１１条検査の結果書の写し(適正、おおむね適正に限る) 

③浄化槽法第１１条検査に要した費用の領収書の写し 

④申請者名義の通帳または口座番号の確認ができるもの 

⑤印鑑 

※上記①②③の必要書類を一部でも紛失された方は、依頼先に連絡をして再発行をしてください。 

 受付期間

 　毎年度４月１日～翌年３月３１日まで 

 その他

 
詳細については、町ホームページをご確認ください。


